
これから農福連携を
始められる方へ

社会福祉法人 くるみの里福祉会 渉外広報主任

農福連携技術支援者（農林水産省認定）

環境カウンセラー（環境省認定）

江南市農業委員会 委員（前会長）

藤岡 和俊

あいち農福連携セミナー

２０２２年８月1９日（金）



自己紹介

・立命館大学理工学部化学科卒
・私立高校（理科・情報）、名古屋市立中学校（理科）で２６年間教員を努める。
・現在２５歳の息子が障害者（知的障害、自閉症）
・平成２７年５月より江南市議会議員→宛て職として農業委員（１期目）を努める。
・２期目（一般公募）の農業委員会で会長を務め、現在は３期目（地区推薦：通算７年目）
・市議会議員の任期満了後、令和元年５月より福祉事業所に勤務し農福連携を担当する。
・農林水産省主催 令和元年度 農福連携支援研修を受講する。
・農林水産省主催 令和２年度 農福連携技術支援者育成研修（１期生）を受講する。
・農林水産省の農山漁村振興交付金事業（農福連携人材育成支援事業）に採択され、
農業版ジョブコーチ養成講座及び施設外就労コーディネーター養成講座を行う。

・令和３年１０月より現在の社会福祉法人くるみの里福祉会に移り、引き続き農福連携を
担当する。



愛知県江南（こうなん）市
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歴史の町・江南市

織田信長の長男・信忠、次男・
信雄、長女・德姫の生まれ故郷

1221年承久の乱合戦場
北条泰時の陣が江南市草井付近
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」

672年壬申の乱で最も活躍した

村国男依（むらくにのおより）

江南市出身の戦国武将
①浅野長政（豊臣政権の五
奉行のうちで最大の大名）
②蜂須賀家政（徳島藩祖）
③前野将右衛門長康（豊臣
秀次後見役）
④生駒利豊（秀吉に仕え豊
臣姓を下賜）
⑤生駒親正（豊臣政権三中
老の一人）
⑥織田信忠（信長嫡男、織
田政権第2代当主）
⑦織田信雄（信長次男、正
二位清洲城主百万石）



農林水産省
農福連携の推進

農福連携を
めぐる情勢



農福連携のはじまり

障害者が農業を行う取り組みは以前から行われて
いた。１９７０年代には農業がリハビリに効果がある
と唱える人が現れたり、１９９０年代には地域交流・レ
クリエーションとしても行われ始めたが、個々での活
動が主だった。
「農福連携」が広まり始めたのは、農林水産省が

平成２７年度より「農福連携」に取り組もうとする人
を対象として農山漁村振興交付金事業を設けるよう
になってから...

2016年に閣議決定した「ニッポン一億
総活躍プラン」には障害者や高齢者が
最大限活躍できる環境整備の一環とし
て「農福連携」が盛り込まれている。



官邸に設置された
農福連携等推進会議

議 長 内閣官房長官（菅前首相）

副議長 厚生労働大臣・農林水産大臣

構成員

内閣官房副長官（衆）

内閣官房副長官（参）

内閣官房副長官（事務）

内閣官房副長官補（内政担当）

内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）

法務省矯正局長

法務省保護局長

文部科学省初等中等教育局長

厚生労働省職業安定局長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

農林水産省大臣官房総括審議官

農林水産省農村振興局長

首相官邸
農福連携等推進会議



農福連携

農林水産省

農業

厚生労働省

障害者福祉
高齢者福祉

文部科学省

特別支援学校
引きこもり

不登校

法務省



農福連携等推進会議

第１回 平成31年４月25日 第２回 令和元年６月４日
※どちらも2019年

（有識者・敬称略）

且田久美（株式会社九神ファームめむろ取締役＜エフピコダックス株式会社 障害者雇用責任者＞）

小池邦子（社会福祉法人花工房福祉会理事長） 佐藤康博（日本経済団体連合会農業活性化委員長）

城島茂（TOKIO） 新免修（山城就労支援事業所「さんさん山城」 施設長）

鈴木英敬（農福連携全国都道府県ネットワーク会長＜三重県知事＞）

鈴木緑（京丸園株式会社総務取締役） 中村邦子（社会福祉法人白鳩会常務理事）

中家徹（全国農業協同組合中央会会長） 皆川芳嗣（一般社団法人日本農福連携協会会長理事）

村木厚子（津田塾大学総合政策学部客員教授・一般社団法人日本農福連携協会副会長理事）



令和元年６月４日

農福連携等推進ビジョン

〇農福連携を全国的に広く展開し、裾野を広げていくには「知られていな
い」等といった課題に対し、官民挙げて取組を推進していく必要がある。

〇農福連携等に取り組む主体を新たに３０００創出する。

〇農福連携における「農」と「福」のそれぞれの広がりを推進し、 ユニバー
サルな取組として、高齢者、生活困窮者等の就労・社会参画支援や犯罪・
非行をした者の立ち直り支援等、様々な分野にウイングを広げ、農福連携
等を地域づくりのキーワードに据えた地域共生社会の実現を図ることが重
要である。



農福連携等
推進ビジョン

（概要）

農福連携等
推進ビジョン

（全文）



農福連携全国都道府県ネットワーク

・平成２９年（2018）７月には農福連携の取組みを地域に
定着・発展させていくため、６府県（三重県・長野県・岐阜
県・京都府・鳥取県・島根県）の知事が発起人となり「農福
連携全国都道府県ネットワーク」が発足
※平成30（2018）年7月には全国の47都道府県が参画し、障害者が農業の分
野で活躍できる環境の整備に向けて障害者の就労を農林水産業全体に広げるこ
とや農福連携商品の開発等で民間企業等との連携に取り組むこと等を盛り込ん
だ宣言を発表した。

・会長（敬称略）
鈴木英敬（三重県知事）平成２９年７月～
古田 肇 （岐阜県知事）令和 ３年９月～ 岐阜県

農福連携全国都道府県ネットワーク
臨時総会の開催
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農福連携が注目を集める社会的背景⑴

１．農業分野にまつわる諸問題
日本の農業の大きな課題は、
①担い手不足、②担い手の高齢化、③耕作放棄地の増加の3つ

①農業の担い手は2000年の246万人から2021年までの
20年余りの間に130万人まで減少
②担い手の高齢化が進んでおり、2000年から2021年の
20年余りの間に農業従事者の平均年齢は約7歳上昇
③耕作面積が減少し遊休農地面積は増加



福祉分野に
農作業を

農業労働力に
関する統計

※基幹的農業従事者とは農業就業人口のうち、
普段の仕事として主に農業を行っている者



※20年余りの間に48万haの耕地面積が減少



農福連携が注目を集める社会的背景⑵

２．福祉分野にまつわる諸問題
障害者総数は2018年の時点で約936.6万人となり、日本全人口

の約7.4%にあたる。そのうち雇用施策対象となるのは約360万人、
さらに雇用（就労）している人は約80万人しかいない。
障害者福祉では働きたくても働く場がないのが大きな課題である。
障害者の内訳は身体障害者が約5割、精神障害者が約4割、知的

障害者が約1割となっている。
特に精神障害者の数が急増しており、2006年では258万人だった

のが、1２年後の20１８年には392万人の１．５倍以上に膨れ上がって
おり、現代社会の今を反映している。
※コロナショックで精神疾患は増加している。コロナショックが経済に
与えるダメージはリーマンショックの３倍以上とも言われている。



厚生労働省
障害者の数



精神障害者
３９２.４万人

４１.９%

知的障害者・児
１０８.２万人

１１.６%

身体障害者・児
４３６.０万人

４６.５%

厚生労働省
障害者数の推移



農福連携による農業者側のメリット

1. 労働力不足の解消→収入増
農業者側が得られる一番のメリットは労働力を確保できる点にある。

農業分野における働き手不足は深刻である。
※農家が農家でしかできない仕事に専念できる。
◎労働力の確保→耕作面積の増加→収穫量増→収入増

2. 農業以外の時間が増える
時間的にも精神的にもゆとりができる→新しいことにチャレンジ！

3. 地域の活性化・社会貢献
過疎地域においては人が流入することが直接的に地域活性化につ

ながることも多い。新たに働き手が増えることで人と人との交流が盛
んになる。
社会貢献は農業者のQOL（Quality of Life）向上につながる。

農家が自分で労働力を確
保するのは大変である。
病気等急な休みによる労
働力の穴埋めは難しい。
労働力の確保を福祉事業
所に委ねることができる
利点は大きい。



福祉側のメリット①

１．障害者の作業能力を考慮した仕事設計が可能と成功体験
農作業には畑を耕すところから、種まき、収穫、出荷作業までさまざまなものがある。

そのため、障害者一人ひとりの身体状況・作業能力に応じた職場設計・仕事設計を
することができる。分業ができ、複数で協力しての作業もできるため、障害者の能力
を発揮できる作業が必ずある。
また、農作業には成功体験が多くある。特に収穫作業は非常にわかりやすい成功

体験である。

２．自然の中で身体的・精神的にプラスの効果
自然のなかで過ごすことで体にも良い影響が見られる。農林水産省が2014年に

発表した「農福連携調査研究報告」では、農業活動に取り組んだ結果、半数近くの
方が「精神面・身体面の状況が改善した」と回答している。
また、近年植物工場での障害者雇用も増えているが、これは空調設備や温度、湿度

などが一定に保たれている環境が、環境面での配慮が必要な障害を持つ人々に
とってマッチするためである。

農作業においても
障害者が健常者より優れた能力を
発揮することは多くある。



福祉側のメリット②

３．一般就労への移行につながる
農業は体を使う仕事であり朝も早い。農業に携わることによって、

規則正しい生活習慣が身につき、一般就労に向けた訓練にもなる。
※睡眠薬を飲まずに寝られるようになったという障害者もいる。

４．社会コミュニティへの参加機会を得られる
一般的な事務職であればオフィスにこもりきりになってしまうとこ

ろを、農業であれば野外で作業することが多くなる。通りすがりに
声をかけられる、隣の畑の人と仲良くなるなど、地域コミュニティと
の接点も増える。

障害者が農作業をする様子を見て
農家が障害者を直接雇用をした例
や障害者（利用者）が福祉事業所
の職員になった例もある。



農福連携を
めぐる情勢



農福連携へのアプローチ

１．福祉分野からのアプローチ
社会福祉法人やNPO法人等福祉事業所が農業

分野に参入する場合
①地主から農地を借りる（購入する）
農業委員会で農地法第３条での許可が必要。新規就農の

場合、基準は都府県５０ａ以上（北海道２ｈａ以上）だが、各農
業委員会で変更できる。江南市は20a以上に緩和している。

※１０ａ＝1,000㎡≒1反≒300坪
②体験農園を利用する
市民菜園や民間の体験型農園を借りる。

③農家から作業を受託する（施設外就労）

江南市市民菜園
市民菜園の場所は現在39箇所あり、面積は39,680㎡

（約4ha ）、区画は16㎡が753区画（年間使用料2,000

円）、50㎡が2区画（年間使用料4,000円）、100㎡が
208区画（年間使用料5,000円）あります。

江南市市民菜園

令和４年７月現在使用率95.5%



農福連携へのアプローチ②

２．農業分野からのアプローチ
〇障害者福祉施設と協力して農業体験イベントなど簡単なところからが始め
やすい。その後、もう少し状況が進めば施設外就労や障害者を直接雇用する
ということも十分にある。
〇自治体やハローワークが相談を受け付けており、福祉関連団体の紹介だけ
でなく、利用できる助成金や補助金の案内・解説も行ってくれる。
〇福祉側、農家側どちらからアプローチをするかに限らず、まずは気軽に始め
やすい体験型農業から始めるのが良い。農業体験であれば単日で実施する
ことができ、コストもからないのでトライアルとして最適である。
例）ユニバーサル農園
※ 将来の農業現場での雇用・就労を見据え、多世代・多属性の者が利用で
きる体験農園



農福連携へのアプローチ③

愛知の伝統野菜・越津ねぎの収穫作業（施設外就労での農福連携）
新規就農や農地を拡大したり新しい農作物にチャレンジしたりする場合には、農業機械を

購入するより農福連携の方が初期費用を低く抑えることができる。

※３年前に新規就農した女性の農家の農園で農作業を行っている。３年で農地を約３反から約７反へ拡大！

農地がなくても、
農福連携はできる！
地域の農家での
農作業の請け負い



農福連携へのアプローチ④

福祉事業所等で行う農福連携（施設内就労での農福連携）
育苗ポットやセルケースでの育苗（苗を販売）、野菜を出荷する段ボールの組み立て、

収穫した野菜の袋詰め・ラベル貼り・ダンボール詰めなど、農園での農作業以外の農福
連携もたくさんある。

育苗ポットでの育苗 段ボールの組み立て 袋詰め・ラベル貼り

農地がなくても、
農福連携はできる！
農家の仕事を
福祉事業所で行う



農福連携を特例子会社・福祉サービス事業所

特例子会社とは
企業が障害者の雇用を促進する目的でつくる子会社のこと。障害者の雇用は法定

雇用率制度で雇用率が定められており、民間企業ではこの基準を満たす方法として
特例子会社化し、障害者雇用の促進を図っている。

就労継続支援A型事業所・B型事業所とは
障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業所の形態で、「A型」は雇用契約に

基づく就労が可能な者と雇用契約を結ぶ雇用型の事業所、「B型」は雇用契約を結
ばず就労機会を提供する非雇用型の事業所である。



障害者雇用率制度①

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加の
できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率
以上の割合で障害者を雇用する義務がある（障害者雇用率制度）。
◎この法定雇用率が令和３年３月１日から以下のように変わった。
◆民間企業 ２.２％ ⇒ ２.３％
◆国、地方公共団体等 ２.５％ ⇒ ２.６％
◆都道府県等の教育委員会 ２.４％ ⇒ ２.５％
※少なくとも1人以上の障害者を雇用しなければならない人数は、民間企
業の場合、従業員４５.５人以上から４３.５人以上になった。

４３.５人×０.０２３＝１.０００５人

厚生労働省
障害者雇用率制度の概要



障害者雇用率制度②

〇事業主には以下の義務がある。
◆毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する。
◆障害者の雇用促進と継続ための障害者雇用推進者を選任するよう努める。
〇障害者雇用率が未達成の場合と超えて雇用している場合
◆常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未
達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき
月額5万円の障害者雇用納付金を納付する義務がある。
◆逆に常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用
率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数
に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給される。

厚生労働省
障害者雇用納付金制度の概要



特例子会社①

特例子会社とは障害者を雇用することを目的に作られた子会社で
ある。
日本法上の概念で、障害者の雇用に特別な配慮をし、障害者の雇

用の促進等に関する法律第44条の規定により、一定の要件を満たし
た上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率の算定におい
て親会社の一事業所と見なされる子会社である。
完全子会社の場合が多いが、地元自治体の出資を入れる第三セク

ターの形を採るものもある。
厚生労働省
「特例子会社」制度の概要



特例子会社②
令和3年6月1日現在 日本全国に562社

※は地方公共団体と民間企業とが共同出資して設置した第３セクター方式による重度障害者雇用企業

厚生労働省
全国特例子会社一覧

愛知県には２８社



中電ウイング（株）

中電ウイング㈱



ユニバーサル農業
一般的には「園芸福祉」や「園芸療法」として知られているよう
な、園芸作業を行うことによる生きがいづくりや高齢者・障がい
者の社会参加などの効用を、農作業の改善や農業の多様な担い手
の育成などに活かしていこうという取り組み

浜松市のユニバーサル農業

浜松市のユニバーサル農業



令和元年に愛知県主催
の農福連携現地見学会
にて訪問しました。

CTCひなり㈱



本社では
清掃、マッサージ
クリーニング、

カフェ等



浜松事業所では
農作業の請け負いを

行っています。

ひなりは農地を
持っていません。
施設外就労として
農業を行っていま
す。



農家よりどの圃場
でどんな作業をし
てほしいかの依頼
が入ります。

障害者と職員
が農園へ行き

作業をします。



ひなりの契約農家
９割の農作業をひなりに委託
ミニトマトに顔のデザインを
描くアイデアを考える時間が
できた。



農福連携の課題

賃金・工賃をいかにして上げていくか
厚生労働省が発表した令和２年度の平均賃金・工賃は、就労継続支援Ａ型（障害者が雇用契約を結

んで働く）では平均賃金が月額79,625円で、就労継続支援Ｂ型（障害者が雇用契約を結ばずに働
く）では平均工賃が月額15,776円でした。
「福祉から雇用へ」と言われるように、一般的な給与との開きをいかに縮めていくのかが最終的な課題

である。

◎障害基礎年金の年金額（令和4年度）
1級 972,250円（月額81,020円）+子の加算※
2級 777,800円（月額64,816円）+子の加算※
子の加算額 １人目・2人目 1人につき、223,800円（月額18,650円）

3人目以降 1人につき、 74,600円（月額 6,216円）
※「子の加算」額は、生計を維持している子がいる場合に加算される。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級
の状態にある子が該当する。

厚生労働省
令和２年度工賃（賃金）の実績について



賃金・工賃を上げるには

付加価値を付ける
慣行農法→作物の最大収穫化を目指し、定時・定規格・定品質の作物を作る。

そのために農薬や化学肥料を使う。
有機農法→農薬・化学肥料を使わない。有機肥料は使う。
自然栽培→農薬・肥料（有機肥料も）を使わない。

6次産業化は農福連携においてもカギとなり、「生産して出荷する」一次産業
に加えて、さらなる付加価値をいかにつけていくのかがポイントとなる。
※６次産業化＝「１次（農業）×２次（加工）×３次（販売）」という考え方

農林水産省
農林漁業の6次産業化



障害者との接し方の注意点

（１）基本的人権の尊重
尊敬、共感の姿勢は忘れずに関わる。 障害者の年齢にふさわしい言葉遣いを

する。

（２）障害の特性を理解
知るところから始め、長所を伸ばす。すぐに手を出して助けるのではなく、待つ

勇気も必要。体調面の管理も大切。

（３）合理的配慮
障害者が働きやすい環境を整える。
障害者に合わせて治具を使う。 厚生労働省（事業主の方へ）

雇用分野における障害者差別は禁止、
合理的配慮の提供は義務です。

内閣府
合理的配慮を知っていますか？



合理的配慮とは

現在の障害者解消法では、合理的配
慮について国や自治体などは法的義務、
民間企業・事業者は努力義務とされて
いる。
2021年5月合理的配慮の提供を民

間事業主に義務付ける改正障害者差
別解消法が国会で可決、成立した。
改正法は公布日（2021年6月4日）

から起算して3年以内に施行される。

例えば「野球の試合を観て感想を言う」という課題がでたとする。
この時試されるのは「試合状況を把握した上で自分の考えを示
せるか」ということである。 引用元TEENS



引用元TEENS

トム・クルーズ
キアヌ・リーブス
スティーブン・
スピルバーグ
はディスレクシア
を公表している。ṇḱ ṇ

※ディスレクシア＝文字の読み書きに著しい困難を抱える障害



１人だけでの農作業
中の事故が多い。
複数で作業をするこ
とで安全性を高める
ことができる。







どの作物にも万能な農地はない

水はけが良い・悪い、砂地・粘土質、酸性・中性・アルカリ性、日当たりが良い・
悪い、温かい・寒いなど、その農地にあった作物を育てるという考え方が必要。
農地や農作物に関しても特性を知ることが大切である。

トマト、ナス、ピーマン、
キュウリ、エンドウ、ニ
ンジン、タマネギ、ダイ
ズ、ダイコン、ハクサイ、
トウモロコシ、セロリ、
インゼンマメ、ソラマメ、
トウガラシ、オクラ、ス
イカ、カボチャ、カリフ
ラワー、キャベツ、ラッ
カセイ

イチゴ、コマツナ、ホウ
レンソウ、カブ、ワサビ、
レタス、シュンギク、レ
タス、パセリ、ジャガイ
モ、サトイモ、ショウガ、
アスパラガス、ネギ

ミツバ、セリ、クレソン、
シソ、ミョウガ、フキ、
ニラ



障害者の農作業を支援するために

農福連携技術支援者
農福連携を現場で実践する手法を具体的にアドバイスできる専門人材

を育成するため、令和２年度より農林水産省は農福連携技術支援者育成
研修を始めた。
・令和２年度（１期生）

静岡県・岡山県でも開催
・令和３年度（２期生・３期生）

青森県・三重県でも開催
・令和４年度（４期生・５期生）

愛知県で開催！

１期生１８名＋農水省職員

愛知県「農福連携技術支援者育成研修」の受講者の募集



障害者が暮らしやすい街は
すべての人が暮らしやすい街

ユニバーサルデザインという考え方

ユニバーサルデザイン ※この字体はUDデジタル教科書体NK-Rを使用

ユニバーサルデザイン（Universal Design／UD）とは、障害の有無・文化・言語・国籍・年齢（高齢者
から幼児まで）・性別・能力などの違いにかかわらず、できる限り多くの人が利用できることを目指した建
築（設備）・製品・情報などの設計（デザイン）のことであり、またそれを実現するためのプロセス（過程）
である。

持続可能な地域づくりのために
そして地域共生社会の実現のために

「農福連携」を推進していきましょう！

社会福祉法人
くるみの里福祉会ご清聴ありがとうございました。

愛知県
あいちの農福連携


